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別添５ 

地域の生産体制強化事業 

 

第１ 事業実施主体 

この事業の事業実施主体は、令和２年度畜産業振興事業に係る公募要領

（令和２年１月１７日付け元農畜機第６１１７号）により応募した者から選

定された者（以下「公募団体」という。）のうち、第２の１及び２の事業に

係る公募団体（以下「公募団体Ｅ」という。）、第２の３の事業に係る公募

団体（以下「公募団体Ｆ」という。）、第２の４の事業に係る公募団体（以

下「公募団体Ｇ」という。）とする。 

 

第２ 事業の内容 

この事業の内容は、次のとおりとする。 

１ 担い手確保推進対策 

公募団体Ｅは、酪農経営の担い手確保を推進するため、全国を区域として

次に掲げる取組を自ら実施し、又は第３の１の（１）に規定する生産者集団、

農業協同組合、農業協同組合連合会(都府県にあっては、都府県の区域を地区

とするものに限る)、畜産業の振興に資する事業を行う一般社団法人若しくは

一般財団法人若しくは中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）

に基づく事業協同組合（以下「生産者集団等」という。）が、その地域等を

区域として、同取組を実施するのを支援するものとする。 

（１）担い手確保を推進するための企画検討会議の開催 

（２）新規就農希望者と経営離脱農家等のマッチング促進等のための情報発信 

（３）酪農の魅力を発信するための資料、ウェブサイト等の製作及び交流会、

セミナー等の開催 

（４）新規就農希望者等を対象とした研修施設の運営 

ア 経営離脱農家等の施設を活用する場合に要する補改修に係る資材の購

入 

イ 農業技術・経営ノウハウを指導する指導者の認定 

ウ 農業技術・経営ノウハウを習得する研修会の実施 

エ 新規就農希望者等の就農を支援するための税務指導等 

（５）事業の円滑な推進を図るための指導等 

２ 新事業体創出支援対策 

公募団体Ｅは、既存の酪農経営体の協業化による新事業体の創出を支援す

るため、全国を区域として次に掲げる取組を自ら実施し、又は生産者集団等

が、その地域等を区域として同取組を実施するのを支援するものとする。 

（１）新事業体を創出するための企画検討会議の開催 

（２）新事業体創出に向けて経営離脱農家等の実態を把握するための調査 
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（３）協業化に当たっての労務管理や経営向上のためのセミナー等の実施 

（４）事業の円滑な推進を図るための指導等 

３ 後継牛バンク推進対策 

公募団体Ｆは、生産者集団等が、計画に基づき地域で後継牛を持続的に生

産する取組（後継牛バンク）を推進するために、その元本となる乳用種初妊

牛を導入するのに要する経費について補助するものとする。 

４ 広域的な乳用牛預託推進対策 

公募団体Ｇは、乳用後継牛預託推進協議会（酪農経営体及び当該酪農経営

体から預託契約又は買戻を前提とした売買契約により乳用種の雌牛の飼養管

理を請け負う者（以下「預託農家」という。）から構成される協議会をいう。

以下同じ。）が、乳用後継牛預託推進計画に基づいて、後継牛となる乳用種の

未経産牛（以下「乳用後継牛」という。）の広域預託を推進するために行う取

組に対し奨励金を交付するものとする。 

 

第３ 事業の要件 

１ 事業の要件 

（１）生産者集団 

生産者集団は、３者以上の酪農経営体から構成され、次に掲げる事項の

全てを内容とする規約を有するものとする。 

ア 生産者集団の目的、名称、事務所の所在地、代表者及び構成員に関す

る事項 

イ 生産者集団の運営に関する事項 

ウ 生乳生産の振興に関する事項 

エ その他生産者集団の目的の達成に必要な事項 

２ 第２の３の事業については、以下の要件を満たすものとする。 

（１）後継牛バンク 

後継牛バンクは、生産者集団等が地域内で持続的に乳用牛を生産する内

容の計画を策定し、その計画に基づき、酪農家へ乳用種初妊牛を提供する

とともに酪農家から乳用種雌子牛の供出を受け、供出された乳用種雌子牛

を乳用種初妊牛として育成する取組とする。 

（２）事業実施規程 

生産者集団等は次に掲げる事項のすべてを内容とする事業実施規程を作

成することとする。 

ア 事業の目的及び内容 

イ 乳用種初妊牛を飼養管理する酪農家の要件及び義務 

ウ 乳用種初妊牛の飼養管理期間 

エ 乳用種雌子牛の供出の条件 

オ その他必要な事項 
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（３）乳用種初妊牛 

導入する乳用種初妊牛は、次のすべての要件を満たすものとする。 

ア 導入時点で、２８か月齢未満であること。 

イ 生産者集団等が所在する都道府県の区域外から導入すること。ただし、

地域の後継牛の確保に当たり特に必要と当該都道府県の知事が認め、推

薦する場合は、理事長の承認を受けて、生産者集団等が所在する農業協

同組合法（昭和２２年法律第１３２号）第１０条第１項第３号の事業を

行う農業協同組合（以下「総合農協」という。）が同法第２８条第１項第

３号により定款に記載する区域（２以上の総合農協の区域となっている

場合は、該当するすべての総合農協の区域）以外の地域から導入するこ

とができるものとする。この場合、生産者集団等は、乳用種初妊牛を導

入する前に、地域の後継牛の確保に当たり特に必要な理由を記載した承

認申請書に都道府県知事の推薦があることを証する書類と導入計画を添

付の上、公募団体Ｆを通じて理事長に提出し、その承認を受けるものと

する。 

ウ 導入した乳用種初妊牛は酪農家に飼養管理させるものとし、当該乳用

種初妊牛から生産される乳用種雌子牛のうちの１頭を生産者集団等に供

出させるものとする。 

（４）乳用種雌子牛 

（３）のウの乳用種雌子牛の供出期限は、乳用種初妊牛の導入日から起

算して４８か月以内とする。ただし、やむを得ない理由により、乳用種初

妊牛から生産される乳用種雌子牛のうち１頭を供出できない場合は、当該

乳用種初妊牛を飼養管理する酪農家の所有する牛群から、乳用種雌子牛を

供出するものとする。 

（５）飼養管理期間 

酪農家が乳用種初妊牛を飼養管理する期間は、４８か月以上とする。そ

の間、乳用種初妊牛は生産者集団等が所有するものとする。 

（６）生産者集団等の責務 

ア 生産者集団等は導入した乳用種初妊牛の管理台帳を整備し、責任を持

って管理すること。 

イ 酪農家が、乳用種初妊牛の飼養管理を継続することが不可能となった

場合は、生産者集団等が、責任をもってこれに代わる酪農家を選定する

こと。この場合、（５）の飼養管理期間については、それぞれの酪農家に

おける飼養管理期間の通算により算定すること。 

ウ 生産者集団等は、乳用種初妊牛を飼養管理する酪農家から重大な事故

等の報告を受けた場合には、速やかに公募団体Ｆにその旨を報告し、指

示を受けること。 

（７）乳用種初妊牛を飼養管理する酪農家の責務 
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乳用種初妊牛を飼養管理する酪農家は、乳用種初妊牛の飼養管理につい

て責任をもち、盗難、失踪、死亡その他重大な事故等にあった場合には、

速やかに生産者集団等に報告すること。 

３ 第２の４の事業については、以下の要件を満たすのもとする。 

（１）乳用後継牛預託推進協議会 

乳用後継牛預託推進協議会は、３戸以上の酪農経営体及び預託農家が構

成員となっている団体であって、次の要件をすべて満たすものとする。 

ア 酪農経営体及び預託農家が直接の主たる構成員であること。 

イ 次に掲げる事項のすべてを内容とする規約を有すること。 

（ア）乳用後継牛預託推進協議会の目的、名称、事務所の所在地、代表者

及び構成員に関する事項 

（イ）乳用後継牛預託推進協議会の運営に関する事項 

（ウ）乳用後継牛預託の推進に関する事項 

（エ）その他乳用後継牛預託推進協議会の目的の達成に必要な事項 

ウ 令和２年度に乳用後継牛預託推進協議会を構成する預託農家が同酪農

経営体から預託を受ける乳用後継牛の頭数と返還する乳用後継牛の頭数

の合計（以下「計画預託頭数」という。）が、過去３年間（平成２８～３０

年度）に同預託農家が同酪農経営体から預託を受けた乳用牛の頭数と返

還した乳用牛の頭数の合計の平均頭数（以下「実績預託頭数」という。）

より５％以上増加すること。 

ただし、年度の途中から事業に参加する乳用後継牛預託推進協議会にお

いては、令和２年度の事業開始前に同預託農家が同酪農経営体から預託を

受けた乳用牛の頭数と返還した乳用牛の頭数の合計と計画預託頭数の和を

計画預託頭数と見なすものとする。 

（２）乳用後継牛 

乳用後継牛は、次の要件をすべて満たすものとする。 

ア 令和２年度に預託農家に預託又は元の酪農経営体に返還されること。 

イ 国並びに機構の他の事業及びメニューによる預託に係る補助金の交付

を受けていないこと。 

（３）広域預託 

広域預託は、都府県の区域（北海道は地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第１５５条第２項により定めた支庁の所管区域）を超えて牛が移動す

るものとする。ただし、理事長が別に定める要件を満たす場合は、乳用後

継牛預託推進協議会が公募団体Ｇを通じて理事長の承認を受けて広域預託

とみなすことができる。 

（４）預託期間 

預託期間は、最低７か月以上とし、（５）のアの預託契約書又は売買契約

書に預託期間を明記すること。また、預託農家が再預託する場合（自らの
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農場以外における放牧を含む。）には、預託農家は乳用後継牛預託推進協議

会にあらかじめ届け出るものとする。 

（５）預託契約等 

ア 契約の締結 

乳用後継牛預託推進協議会は、酪農経営体が預託農家に乳用後継牛を預

託又は買戻を前提とした売買をする場合は、酪農経営体及び預託農家に預

託契約又は売買契約を締結させるものとする。 

イ 乳用後継牛管理台帳の整備 

乳用後継牛預託推進協議会は、預託された乳用後継牛の管理台帳を整備

するものとする。 

ウ 乳用後継牛預託推進協議会の責務 

（ア）預託農家が、預託された乳用後継牛の飼養管理を継続することが不

可能となった場合は、乳用後継牛預託推進協議会が、責任をもってこ

れに代わる預託農家を選定すること。この場合、（４）の預託期間につ

いては、それぞれの預託農家における飼養期間の通算により算定する

こと。 

（イ）病気、事故等のやむを得ない理由により、酪農経営体が、預託した

乳用後継牛の返還を受けることが不可能となった場合は、乳用後継牛

預託推進協議会が責任をもってこれに代わる酪農家を選定すること。 

（ウ）乳用後継牛預託推進協議会は、預託農家から預託された乳用後継牛

の重大な事故等の報告を受けた場合には、速やかに公募団体Ｇにその

旨を報告し、指示を受けること。 

エ 預託農家の責務 

預託農家は、預託された乳用後継牛の飼養管理について責任をもち、 

盗難、失踪、死亡その他重大な事故等にあった場合には、速やかに乳用後

継牛預託推進協議会に報告すること。 

 

第４ 事業の実施 

１ 事業実施要領の作成 

（１）公募団体Ｅは、第２の１及び２の事業の実施に当たり、生産者集団等に

経費を補助する場合は、あらかじめ事業の趣旨、内容、仕組み、補助金の

交付手続き、消費税及び地方消費税の取扱い等を定めた事業実施要領を作

成し、理事長の承認を受けるものとする。これを変更する場合も同様とす

る。 

（２）公募団体Ｆは、第２の３の事業の実施に当たり、あらかじめ事業の趣旨、

内容、仕組み、補助金の交付手続き、消費税及び地方消費税の取扱い等を

定めた事業実施要領を作成し、理事長の承認を受けるものとする。これを

変更する場合も同様とする。 
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２ 計画の策定等 

（１） 後継牛バンク推進計画 

ア 第２の３の事業に参加しようとする生産者集団等は、地域内で持続的

に乳用牛を生産する内容の後継牛バンク推進計画を策定し、それぞれの

生産者集団等の所在地の都道府県知事に協議するものとする。これを変

更する場合も同様とする。 

イ 第２の３の事業に参加しようとする生産者集団等は、アで策定又は変

更した後継牛バンク推進計画を公募団体Ｆに提出するものとする。 

（２）乳用後継牛預託推進計画 

ア 第２の４の事業に参加しようとする乳用後継牛預託推進協議会は、別

紙に定めるところにより乳用後継牛預託推進計画を策定し、公募団体Ｇ

の承認を得るものとする。これを変更する場合も同様とする。 

イ 公募団体Ｇは、アの計画又は変更を承認する場合には、あらかじめ理

事長に協議するものとする。 

３ 事業の委託 

公募団体は、この事業の一部を理事長が適当と認める者に委託して行うこ

とができるものとする。この場合、委託契約を締結するものとする。 

４ 後援名義 

公募団体Ｅは、第２の１及び２の事業により酪農の魅力発信のための資料

等を作成した場合及び就農セミナー等の実施等に当たっては、原則として事

業名及び「独立行政法人農畜産業振興機構後援」名義を付すものとする。 
５ 事業の実施期間 

この事業の実施期間は、令和２年度とする。 

 

第５ 事業の推進指導 

１ 公募団体Ｅは、農林水産省及び機構の指導の下、関係団体等との連携に努

めるとともに、第２の１及び２の事業の適正かつ円滑な実施を図るものとす

る。 

２ 公募団体Ｆ及び公募団体Ｇは、第２の３及び４の事業について、農林水産

省、機構及び都道府県の指導の下、関係団体との連携に努めるとともに、事

業の適正かつ円滑な実施を図るものとする。 

３ 第２の１及び２の事業に参加する生産者集団等は、公募団体Ｅの指導の下、

関係機関及び関係団体等との連携に努めるとともに、第２の１及び２の事業

の適正かつ円滑な実施を図るものとする。 

４ 第２の３の事業に参加する生産者集団等は、公募団体Ｆ及び都道府県の指

導の下、関係機関及び関係団体等との連携に努めるとともに、第２の３の事

業の適正かつ円滑な実施を図るものとする。 

５ 第２の４の事業に参加する乳用後継牛預託推進協議会は、公募団体Ｇ、農
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林水産省、都道府県及び機構の指導の下、関係機関及び関係団体等との連携

に努めるとともに、第２の４の事業の適正かつ円滑な実施を図るものとする。 

６ 都道府県知事は、第２の３及び４の事業の適正かつ円滑な実施を図るため、

この事業の趣旨、内容等の周知徹底並びに生産者集団等及び乳用後継牛預託

推進協議会に対する指導その他必要な支援に努めるものとする。 

７ 公募団体Ｆは、継続的な効果の発現及び経営の安定を図る観点から、第２

の３の事業に参加しようとする酪農家へ、農業保険法（昭和２２年法律第

１８５号）に基づく家畜共済への積極的な加入を促すものとする。 

８ 公募団体Ｆ及び公募団体Ｇは、第２の３及び４の事業の実施に当たっては、

「環境と調和のとれた農業生産活動規範について」（平成１７年３月３１日付

け１６生産第８３７７号農林水産省生産局長通知）に基づき、原則として、

事業実施期間中に１回以上、生産者集団等又は乳用後継牛預託推進協議会が、

第２の３の事業に参加しようとする酪農家又は第２の４の事業に参加しよう

とする酪農経営体及び預託農家から点検シートを受け取るよう指導すること

等により、環境と調和のとれた農業生産活動が行われるよう努めるものとす

る。ただし、第２の３の事業に参加しようとする酪農家又は第２の４の事業

に参加しようとする酪農経営体及び預託農家が、ＧＡＰ取得チャレンジシス

テムと同等以上の水準の取組を実践する場合は、この限りでない。 

 

第６ 機構の補助 

機構は、予算の範囲内において、別表に定める補助対象経費及び補助率に

より、公募団体が第２に規定する事業を実施するのに要する経費につき補助

するものとする。 

 

第７ 補助金交付の手続等 

１ 補助金の交付申請 

（１）公募団体Ｅは、第２の１及び２の事業の実施に当たって、補助金の交付

を受けようとする場合は、理事長が別に定める期日までに、別紙様式第１

号の酪農経営支援総合対策事業（地域の生産体制強化事業）補助金交付申

請書を理事長に提出するものとする。 

（２）公募団体Ｆは、第２の３の事業の実施に当たって、補助金の交付を受け

ようとする場合は、生産者集団等から提出された事業実施計画を取りまと

めの上、自ら作成する事業実施計画とともに、理事長が別に定める期日ま

でに、別紙様式第１号の酪農経営支援総合対策事業（地域の生産体制強化

事業）補助金交付申請書を理事長に提出するものとする。 

（３）公募団体Ｇは、第２の４の事業の実施に当たって、補助金の交付を受け

ようとする場合は、理事長が別に定める期日までに、別紙様式第１号の酪

農経営支援総合対策事業（地域の生産体制強化事業）補助金交付申請書を
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理事長に提出するものとする。 

２ 事業の変更承認申請 

公募団体は、補助金の交付決定のあった後において、次に掲げる変更をし

ようとする場合は、あらかじめ別紙様式第２号の酪農経営支援総合対策事業

（地域の生産体制強化事業）補助金交付変更承認申請書を理事長に提出し、

その承認を受けるものとする。 

（１）事業の中止又は廃止 

（２）事業費の３０パーセントを超える増減 

（３）補助金の交付決定額の増加を伴う事業費の増 

３ 補助金の概算払 

（１）理事長は、この事業の円滑な実施を図るために必要があると認めた場合

は、交付決定額を限度として概算払をすることができるものとする。 

（２）公募団体は、補助金の概算払請求をしようとする場合は、別紙様式第３

号の酪農経営支援総合対策事業（地域の生産体制強化事業）補助金概算払

請求書を理事長に提出するものとする。 

４ 事業の実績報告 

（１）公募団体Ｅは、第２の１及び２の事業の完了した日から起算して１か月

を経過した日又は補助金の交付決定通知のあった年度の翌年度の４月２０

日のいずれか早い日までに別紙様式第４号の酪農経営支援総合対策事業

（地域の生産体制強化事業）実績報告書を理事長に提出するものとする。 

ただし、事業の完了が交付決定通知のあった年度の翌年度となった場合

は、事業の完了した日から起算して１か月を経過した日までとする。 

（２）公募団体Ｆは、第２の３の事業について、生産者集団等から提出された

事業の実績をそれぞれの生産者集団等の所在地の都道府県知事に提出する

とともに、事業の実績を取りまとめ、この事業の完了した日から起算して

１か月を経過した日又は補助金の交付決定通知のあった年度の翌年度の４

月２０日のいずれか早い日までに、自らの事業の実績とともに、別紙様式

第４号の酪農経営支援総合対策事業（地域の生産体制強化事業）実績報告

書を、理事長に提出するものとする。 

ただし、事業の完了が交付決定通知のあった年度の翌年度となった場合

は、事業の完了した日から起算して１か月を経過した日までとする。 

（３）公募団体Ｇは、第２の４の事業について、この事業の完了した日から起

算して１か月を経過した日又は補助金の交付決定通知があった年度の翌年

度の４月２０日のいずれか早い日までに、別紙様式第４号の酪農経営支援

総合対策事業（地域の生産体制強化事業）実績報告書を作成の上、理事長

に提出するものとする。 

５ 運営状況の報告 

（１）第２の３の事業に参加した生産者集団等は、この事業により乳用種初妊
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牛を導入した年度の翌年度から起算して４年間、公募団体Ｆに運営状況報

告書を提出するものとする。 

（２）公募団体Ｆは、（１）の運営状況報告書を取りまとめの上、別紙様式第５

号の酪農経営支援総合対策事業（地域の生産体制強化事業）運営状況報告

書を作成し、毎年度、６月３０日までに理事長に報告するものとする。 

 

第８ 導入した乳用種初妊牛の取扱い 

第２の３の事業に参加した生産者集団等は、乳用種初妊牛が処分制限期間

（「独立行政法人農畜産業振興機構の実施する補助事業により取得した財産の

処分制限期間」（平成１６年４月８日付け１６農畜機第１２３号）に定められ

ている期間をいう。以下同じ。）の末まで飼養できなくなった場合は、公募団

体Ｆを通じて速やかに理事長に報告するものとする。その場合は「畜産業振

興事業の実施について」に基づき当該乳用種初妊牛に係る補助金相当額を機

構に返還するものとする。 

 

第９ 預託を行った乳用後継牛の取扱い 

第２の４の事業に参加した乳用後継牛預託推進協議会は、奨励金の交付を

受けた後、乳用後継牛が事業の要件を満たすに至らなかった場合は、交付を

受けた奨励金のうち要件を満たすに至らなかった頭数分を、公募団体Ｇを通

じて機構に返還しなければならない。ただし、災害、盗難、疾病等乳用後継

牛預託推進協議会の責に帰さない事由により預託期間の要件を満たすに至ら

なかった場合であって、公的機関、獣医師等の証明があるときは、この限り

ではない。 

 

第１０ 消費税及び地方消費税の取扱い 

１ 公募団体は、理事長に対して第７の１の酪農経営支援総合対策事業（地域

の生産体制強化事業）事業補助金交付申請書を提出するに当たり、当該補助

金に係る仕入れに係る消費税等相当額（補助対象経費に含まれる消費税及び

地方消費税に相当する額のうち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に

規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地

方税法（昭和２５年法律第２２６号）に規定する地方消費税率を乗じて得た

金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）があり、か

つ、その金額が明らかな場合には、これを当該補助金の交付申請額から減額

して申請しなければならない。 

ただし、当該補助金交付申請書の提出時において当該補助金に係る仕入れ

に係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。 

２ 公募団体は、１のただし書により申請をした場合において、第７の４に係

る酪農経営支援総合対策事業（地域の生産体制強化事業）実績報告書を提出
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するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかに

なった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。 

３ 公募団体は、１のただし書により申請をした場合において、第７の４に係

る酪農経営支援総合対策事業（地域の生産体制強化事業）実績報告書を提出

した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入

れに係る消費税等相当額が確定した場合には、別紙様式第６号の酪農経営支

援総合対策事業（地域の生産体制強化事業）に係る仕入れに係る消費税等相

当額報告書を速やかに理事長に提出するとともに、その金額（２の規定に基

づき減額した場合は、その減じた金額を上回る部分の金額）を機構に返還し

なければならない。 

また、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかにならない

場合又は消費税等相当額がない場合（公募団体自ら若しくはそれぞれの生産

者集団等の仕入れに係る消費税等相当額がない場合を含む。）であっても、

その状況等について、補助金適正化法第１５条の補助金の額の確定通知のあ

った日の翌年６月３０日までに、同様式により理事長に報告しなければなら

ない。 

 

第１１ 帳簿等の整備保管等 

１ 帳簿の整備保管 

公募団体は、この事業に係る経理を適正に行うとともに、その内容を明ら

かにした帳簿及び関係書類を整備して保管するものとし、その保存期間は、

事業の完了した年度の翌年度から起算して５年間とする。ただし、事業によ

り取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間を経過していない場合に

おいては、財産管理台帳その他関係書類を整備保管するものとする。 

２ 事業実施状況の聴取等 

理事長は、この要綱に定めるもののほか、この事業の実施及び実績につい

て必要に応じ、公募団体及び生産者集団等に対し調査し、又は報告を求める

ことができるものとする。 
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別表 

事業の種類 補助対象経費 補助率又は額 

１ 担い手

確保推進

対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公募団体Ｅが以下の

取組を実施し、又は生

産者集団等の実施を支

援するのに要する経費 

（１）担い手確保を推

進するための企画

検討会議の開催 

（２）マッチング促進

等のための情報発

信 

（３）酪農の魅力を発

信するための資

料、ウェブサイト

等の製作及び交流

会、セミナー等の

開催 

（４）研修施設の運営 

ア 経営離脱農家

の施設を活用す

る場合に要する

補改修に係る資

材の購入 

イ 農業技術・経

営ノウハウを指

導する指導者の

認定 

ウ 新規就農希望

者等に対する研

修会の実施 

エ 就農希望者等

の就農を支援す

るための税務指

導等 

（５）事業の円滑な推

進を図るための指

 

 

 

 

定額 

 

 

定額 

 

 

定額 

 

 

 

 

 

 

定額（ただし、１申請経営体当たり 500

千円以内） 

 

 

 

定額 

 

 

 

定額 

（ただし、指導謝金は、８千円/日以

内） 

定額 

（ただし、税理士等への委託費用は、１

／２以内） 

 

定額 
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２ 新事業

体創出支

援対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 後継牛

バンク推

進対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

導等 

 

公募団体Ｅが以下の

取組を実施し、又は生

産者集団等の実施を支

援するのに要する経費 

（１）新事業体を創出

するための企画検

討会議の開催 

（２）新事業体創出に

向けて経営離脱農

家等の実態を把握

するための調査 

（３）協業化に当たっ

ての労務管理や経

営向上のためのセ

ミナー等の実施 

（４）事業の円滑な推

進を図るための指

導等 

 

 公募団体Ｆが以下の

取り組みを実施するの

に要する経費 

（１）生産者集団等

が、後継牛バンク

を推進するために

行う、元本となる

乳用種初妊牛の導

入の支援 

ただし、国及び

機構から、家畜の

導入、保留、増頭

に係るその他の補

助金の交付を受け

ているものは、補

助対象から除くも

のとする。 

 

 

 

 

 

 

定額 

 

 

定額 

 

 

 

定額 

（ただし、経営コンサル等への委託費用

は、１／２以内） 

 

定額 

 

 

 

 

 

１／２以内（ただし、乳用種初妊牛１頭

当たり275千円以内とする。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定額 
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４ 広域的

な乳用牛

預託推進

対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）（１）の事業の

円滑な推進 

 

公募団体Ｇが以下の

取り組みを実施するの

に要する経費 

（１）乳用後継牛預託

推進協議会がア及

びイの取組を行う

場合に、奨励金を

交付 

ただし、国及び

機構から、乳用牛

の預託に係るその

他の補助金の交付

を受けているもの

は、補助対象から

除くものとする。 

ア 預託農家への

乳用後継牛の預

託を推進する取

組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３の３の要件を満たす乳用後継牛 1 頭

当たり8,000円以内 

ただし、第３の３の（３）のただし書

きにより広域預託とみなした場合は、1

頭当たり3,000円以内 

さらに、以下の取組を行った場合、奨励

金を増額 

以下のうち、４種類以上のワ

クチンの接種等又は疾病検査 

・呼吸器病混合ワクチン 

・サルモネラ症ワクチン 

・ダニ駆除 

・牛下痢混合ワクチン 

・アカバネ病ワクチン 

・ヘモフィルスワクチン 

・クロストリジウムワク

チン 

・コロナウイルスワクチ

ン 

４ 種 類 以

上 ： 7,500

円／頭以内 

 

８ 種 類 以

上：15,000

円／頭以内 
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イ 預託した乳用

後継牛の元の酪

農経営体への返

還を推進する取

組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・寄生虫駆虫 

・牛ウイルス性下痢・粘

膜病検査 

・牛白血病検査 

・ロタウイルス検査 

・サルモネラ症検査 

・ネオスポラ症検査 

・マイコプラズマ病検査 

・寄生虫卵検査 

ただし、国及び機構から、

ワクチンの接種等又は疾病検

査に係るその他の補助金の交

付を受けているものは、接種

等又は検査種類数から除くも

のとする。 

代謝プロファイルテスト 

ただし、国及び機構から、

代謝プロファイルテストに係

るその他の補助金の交付を受

けているものは、補助対象か

ら除くものとする。 

3,000 円／

頭以内 

第３の３の要件を満たす乳用後継牛 1 頭

当たり23,000円以内 

ただし、第３の３の（３）のただし書

きにより広域預託とみなした場合は、1

頭当たり3,000円以内 

さらに、以下の取組を行った場合、奨励

金を増額 

遺伝子検査（預託開始時まで

に未検査の場合） 

ただし、国及び機構から、

遺伝子検査に係るその他の補

助金の交付を受けているもの

は、補助対象から除くものと

する。 

9,000 円／

頭以内 

以下のうち、４種類以上の疾

病検査 

8,000 円／

頭以内 
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（２）（１）の事業の

円滑な推進 

 

・牛ウイルス性下痢・粘

膜病検査 

・牛白血病検査 

・ロタウイルス検査 

・サルモネラ症検査 

・ネオスポラ症検査 

・マイコプラズマ病検査 

・寄生虫卵検査 

ただし、国及び機構から、

疾病検査に係るその他の補助

金の交付を受けているもの

は、検査種類数から除くもの

とする。 

代謝プロファイルテスト 

ただし、国及び機構から、

代謝プロファイルテストに係

るその他の補助金の交付を受

けているものは、補助対象か

ら除くものとする。 

3,000 円／

頭以内 

 

定 額 
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別紙様式第１号 

 

令和  年度酪農経営支援総合対策事業（地域の生産体制強化事業）

補助金交付申請書 

 

番   号 

年 月 日 

 

 独立行政法人農畜産業振興機構 

理事長       殿 

 

住 所    

団体名      

代表者氏名         印 

 

 令和  年度において酪農経営支援総合対策事業（地域の生産体制強化事業）を

下記のとおり実施したいので、酪農経営支援総合対策事業実施要綱別添５の第７の

１の規定に基づき、補助金         円を交付されたく、関係書類を添え

て申請します。 

 

記 

 

（注）申請書の記の記載は、事業実施主体ごとに次に掲げる様式とする。 

 

様式１－１ 公募団体Ｅが実施する事業 

様式１－２ 公募団体Ｆが実施する事業 

様式１－３ 公募団体Ｇが実施する事業 
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様式１－１（公募団体Ｅが実施する事業） 

 

１ 事業の目的 

 

２ 事業の内容 

別紙「酪農経営支援総合対策事業（地域の生産体制強化事業）実施計画」の

とおり 

 

３ 事業に要する経費の配分及び負担区分 

（単位：円） 

区 分 
事業費 

①＝②＋③ 

負 担 区 分 

備考 補 助 金

② 

そ の 他

③ 

１ 担い手確保推進対策 

（１）担い手確保を推進するた

めの企画検討会議の開催 

（２）新規就農希望者と経営離

脱農家等のマッチング促進

等のための情報発信 

（３）酪農の魅力を発信するた

めの資料、ウェブサイト等

の製作及び交流会、セミナ

ー等の開催 

（４）新規就農希望者等を対象

とした研修施設の運営 

ア 経営離脱農家等の施設

を活用する場合に要する

補改修に係る資材の購入 

イ 農業技術・経営ノウハ

ウを指導する指導者の認

定 

ウ 農業技術・経営ノウハ

ウを習得する研修会の実

施 

エ 新規就農希望者等の就

農を支援するための税務

指導等 
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（５）事業の円滑な推進を図る

ための指導等 

 

２  新事業体創出支援対策 

（１）新事業体を創出するため

の企画検討会議の開催 

（２）新事業体創出に向けて経

営離脱農家等の実態を把握

するための調査 

（３）協業化に当たっての労務

管理や経営向上のためのセ

ミナー等の実施 

（４）事業の円滑な推進を図る

ための指導等 

計     

（注）事業の一部を委託して実施する場合は、区分ごとに事業費の欄にその委託費

の額を（ ）書きで記載するとともに、その委託先を備考の欄に記載するこ

と。 

 

４ 事業実施期間 

（１）事業着手年月日      年  月  日 

（２）事業完了予定年月日    年  月  日 

 

５ 添付書類 

（１）定款 

（２）最近時点の業務報告書及び業務計画書 
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様式１－１の別紙 

 

酪農経営支援総合対策事業（地域の生産体制強化事業）実施計画 

 

１ 担い手確保推進対策  

（１）担い手確保を推進するための企画検討会議の開催 

（単位：円） 

時期 内容 参集範囲 事業費 積算基礎 備考 

      

合計    

 

（２）新規就農希望者と経営離脱農家等のマッチング促進等のための情報発信 

（単位：円） 

時期 項目 内容 事業費 積算基礎 備考 

      

合計    

 

 

（３）酪農の魅力を発信するための資料、ウェブサイト等の製作及び交流会、セミナー等の開催 

（単位：円） 

時期 内容 参集範囲 事業費 積算基礎 備考 

      

合計    
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（４）新規就農希望者等を対象とした研修施設の運営 

ア 経営離脱農家等の施設を活用する場合に要する補改修に係る資材の購入 

 

生産者集団等 時期 
酪農経営体名 

（利用者） 

補改修面積 

（ｍ2） 

面積単価 

（円/ｍ2） 
使用資材 

事業費

（円） 

負担区分 

補助金 

（円） 

その他

（円） 

         

合計       

 

イ 農業技術・経営ノウハウを指導する指導者の認定 

（単位：円） 

時期 内容 対象者 事業費 積算基礎 備考 

      

合計    

 

ウ 農業技術・経営ノウハウを習得する研修会の実施 

（単位：円） 

時期 項目 内容 配布先 事業費 積算基礎 備考 

       

合計    

 

エ 新規就農希望者等の就農を支援するための税務指導等 

（単位：円） 

時期 内容 対象者 事業費 負担区分 積算基礎 備考 
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補助金 その他 

        

合計      

 

（５）事業の円滑な推進を図るための指導等 

（単位：円） 

項目 内容 事業費 積算基礎 備考 

     

合計    

 

 

２ 新事業体創出支援対策 

（１）新事業体を創出するための企画検討会議の開催 

（単位：円） 

時期 内容 参集範囲 事業費 積算基礎 備考 

      

合計    

 

（２）新事業体創出に向けて経営離脱農家等の実態を把握するための調査 

（単位：円） 

時期 項目 内容 対象者 事業費 積算基礎 備考 

       

合 計     
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（３）協業化に当たっての労務管理や経営向上のためのセミナー等の実施 

（単位：円） 

時期 内容 参集範囲 
負担区分 

積算基礎 備考 
補助金 その他 

       

合計     

 

（４）事業の円滑な推進を図るための指導等 

（単位：円） 

項目 内容 事業費 積算基礎 備考 

     

合計    
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様式１－２（公募団体Ｆが実施する事業） 

 

１ 事業の目的 

 

２ 事業の内容 

別紙「酪農経営支援総合対策事業（地域の生産体制強化事業）実施計画」

のとおり 

 

３ 事業に要する経費の配分及び負担区分 

（単位：円） 

（注）事業の一部を他に委託して実施する場合は、区分ごとに事業費の欄にそ

の委託費の額を（ ）書きで記載するとともに、その委託先を備考欄に記

載すること。 

 

４ 事業実施期間 

（１）事業着手年月日      年 月 日 

（２）事業完了予定年月日    年 月 日 

 

５ 添付書類 

（１）定款 

（２）最近時点の業務報告書及び業務計画書 

（３）生産者集団等の事業実施規程 

 

区分 
事業費 

①＝②＋③ 

負担区分 

備考 機構補助金 

② 

その他 

③ 

 

１ 後継牛バンクを推進す

るための、元本となる乳

用種初妊牛の導入 

 

２ 事業の推進 

 

    

合計     
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様式１－２の別紙１ 

 

令和  年度酪農経営支援総合対策事業（地域の生産体制強化事業）実施計画 

 

１ 後継牛バンクを推進するための、元本となる乳用種初妊牛の導入 

（単位：戸、頭、円） 

生産者 

集団等名 

事業参加 

酪農家数 
導入時期 導入頭数 事業費 

負担区分 
備考 

補助金 その他 

 

 

 

       

合計        

 

 

２ 事業の推進 

（単位：円） 

内容 積算根拠 事業費 
負担区分 

備考 
補助金 その他 

 

 

 

     

合計     
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様式１－２の別紙２ 

 

令和  年度酪農経営支援総合対策事業（地域の生産体制強化事業）

後継牛バンク推進計画 

 

１ 生産者集団等名： 

 

２ 後継牛の生産計画 

（１）  年度乳用種初妊牛導入頭数 ： 

（２）  年度乳用種初妊牛調達先  ： 

（３）  年度乳用種初妊牛導入時期 ： 

（４）乳用種初妊牛の繁殖・分娩計画 

 １年目 ２年目 ３年目 ４年目 

  年度乳

用種初妊牛

飼養計画 

    

乳用種初妊

牛の繁殖・

分娩計画 

    

 

３ 供出された子牛の育成計画 

（１）月齢ごとの飼養計画 

月齢      

飼養場所      

給餌計画      

（２）飼養場所の詳細 

飼養地名     

収容可能

頭数 

    

機械施設

等 

 

 

   

従業員数     

飼料面積  

 

   

(注)公共牧場等で飼養する場合、牧場ごとに記載すること。 
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様式１－３（公募団体Ｇが実施する事業） 

 

１ 事業の目的 

 

２ 事業の内容 

別紙「酪農経営支援総合対策事業（地域の生産体制強化事業）実施計画」の

とおり 

 

３ 事業に要する経費の配分及び負担区分 

（単位：円） 

区分 
事業費 

①＝②＋③ 

負担区分 

備考 機構補助金 

② 

その他 

③ 

 

１ 広域的な乳用牛預託推進

対策 

（１）預託農家への乳用後継

牛の預託を推進する取組 

（２）預託した乳用後継牛の

元の酪農経営体への返還

を推進する取組 

 

２ 事業の推進 

 

    

合計     

（注）事業の一部を他に委託して実施する場合は、区分ごとに事業費の欄にその委

託費の額を（ ）書きで記載するとともに、その委託先を備考欄に記載する

こと。 

 

４ 事業実施期間 

（１）事業着手年月日       年 月 日 

（２）事業完了予定年月日     年 月 日 

 

５ 添付書類 

（１）定款 

（２）最近時点の業務報告書及び業務計画書 
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様式１－３の別紙 

 

令和  年度酪農経営支援総合対策事業（地域の生産体制強化事業）

実施計画 

 

１ 広域的な乳用牛預託推進対策 

（１）預託農家への乳用後継牛の預託を推進 

協議会名 区分 単価 頭数 計 

  

預託農家への乳用後継牛の預託を推

進 

ワクチンの接種等又は疾病検査 

代謝プロファイルテスト 

 

小計 

円 

 

頭 

 

円 

 

  

預託農家への乳用後継牛の預託を推

進 

ワクチンの接種等又は疾病検査 

代謝プロファイルテスト 

 

小計 

円 

 

頭 

 

円 

 

     

合計  

預託農家への乳用後継牛の預託を推

進 

ワクチンの接種等又は疾病検査 

代謝プロファイルテスト 

 

円 

 

頭 

 

円 

 

合計  

 

（２）預託した乳用後継牛の元の酪農経営体への返還を推進 

協議会名 区分 単価 頭数 計 

  

預託した乳用後継牛の元の酪農経営

円 

 

頭 

 

円 
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体への返還を推進 

遺伝子検査 

疾病検査 

代謝プロファイルテスト 

 

小計 

  

預託した乳用後継牛の元の酪農経営

体への返還を推進 

遺伝子検査 

疾病検査 

代謝プロファイルテスト 

 

小計 

円 

 

頭 

 

円 

 

     

合計  

預託した乳用後継牛の元の酪農経営

体への返還を推進 

遺伝子検査 

疾病検査 

代謝プロファイルテスト 

 

円 

 

頭 

 

円 

 

合計  

 

２ 事業の推進 

（単位：円） 

内容 積算根拠 事業費 
負担区分 

備考 
補助金 その他 

      

合計     
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別紙様式第２号 

 

令和  年度酪農経営支援総合対策事業（地域の生産体制強化事業）

補助金交付変更承認申請書 

 

番   号 

年 月 日 

 

 独立行政法人農畜産業振興機構 

理事長       殿 

 

住 所    

団体名      

代表者氏名         印 

 

 令和  年  月  日付け  農畜機第    号で補助金交付決定通知のあ

った酪農経営支援総合対策事業（地域の生産体制強化事業）の実施について、下記

のとおり変更したいので承認されたく、酪農経営支援総合対策事業実施要綱別添５

の第７の２の規定に基づき申請します。 

 

記 

 

１ 変更の理由及び内容 

 

 

（注）別紙様式第１号に準じ、変更部分が容易に対照できるよう二段書きにし、変

更前を（ ）書きで上段に記載すること。 
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別紙様式第３号 

 

令和  年度酪農経営支援総合対策事業（地域の生産体制強化事業）

補助金概算払請求書 

 

番   号 

年 月 日 

 

 独立行政法人農畜産業振興機構 

理事長       殿 

 

住 所    

団体名      

代表者氏名         印 

 

 

令和  年  月  日付け  農畜機第    号で補助金交付決定通知の

あった酪農経営支援総合対策事業（地域の生産体制強化事業）について、下記のと

おり金     円を概算払により交付されたく、酪農経営支援総合対策事業実施

要綱別添５の第７の３の（２）の規定に基づき申請します。 

 

記 

 

１ 概算払請求額 

区分 

交付決定 
事業費遂行状況 

( 年 月 日現在) 
既概算

払受領

額 

④ 

今回 

概算払 

請求額 

⑤ 

 年 月 

日まで予

定出来高 

(④＋

⑤)/② 

残額 

②－

④－

⑤ 

事業費 

① 

機構 

補助金 

② 

事業費 

③ 

機構 

補助金 

事業費 

出来高 

③／① 

 

 

円 円 円 円 ％ 円 円 ％ 円 

合計          

（注）それぞれの事業項目ごとに記載することとし、請求時点での事業の実施状況

が明らかとなる書類を添付すること。 
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２ 振込先金融機関名等 

金融機関名  ○○○銀行   ○○○支店 

預金種類   ○○預金 

口座番号 

口座名義 

  



別紙様式第４号 

 

令和  年度酪農経営支援総合対策事業（地域の生産体制強化事業）

実績報告書 

 

番   号 

年 月 日 

 

 独立行政法人農畜産業振興機構 

理事長       殿 

 

住 所    

団体名      

代表者氏名         印 

 

令和  年  月  日付け  農畜機第    号で補助金交付決定通知の

あった酪農経営支援総合対策事業（地域の生産体制強化事業）について、下記のと

おり実施したので、酪農経営支援総合対策事業実施要綱別添５の第７の４の規定に

基づき、関係書類を添えてその実績を報告します。 

 なお、併せて精算額      円を支払われたく請求します。 

 

記 

 

（注）申請書の記の記載は、事業実施主体ごとに次に掲げる様式とする。 

 

様式４－１ 公募団体Ｅが実施する事業 

様式４―２ 公募団体Ｆが実施する事業 

様式４－３ 公募団体Ｇが実施する事業 

 

 

 



 

 

様式４－１（公募団体Ｅが実施する事業） 

 

１ 事業の目的 

 

２ 事業の内容 

別紙「酪農経営支援総合対策事業（地域の生産体制強化事業）実績」のと

おり 

（注）別紙様式第１号の様式１－１の別紙に準じて作成すること 

 

３ 事業に要した経費の配分及び負担区分 

（単位：円） 

区分 

交付決定 事業実績 
既概算

払額 

精算払

請求額 
備考 

事業費 
機構補

助金 
事業費 

機構補

助金 

１ 担い手確保推進

対策 

（１）担い手確保を

推進するための

企画検討会議の

開催 

（２）新規就農希望

者と経営離脱農

家等のマッチン

グ促進等のため

の情報発信 

（３）酪農の魅力を

発信するための

資料、ウェブサ

イト等の製作及

び交流会、セミ

ナー等の開催 

（４）研修施設の運

営 

ア 経営離脱農

家等の施設を

       



 

 

活用する場合

に要する補改

修に係る資材

の購入 

イ 農業技術・

経営ノウハウ

を指導する指

導者の認定 

ウ 農業技術・

経営ノウハウ

を習得する研

修会の実施 

エ 新規就農希

望者等の就農

を支援するた

めの税務指導

等 

（５）事業の円滑な

推進を図るため

の指導等 

 

２ 新事業体創出支

援対策 

（１）新事業体を創

出するための企

画検討会議の開

催 

（２）新事業体創出

に向けて経営離

脱農家等の実態

を把握するため

の調査 

（３）協業化に当た

っての労務管理

や経営向上のた

めのセミナー等



 

 

の実施 

（４）事業の円滑な

推進を図るため

の指導等 

合計        

（注）事業の一部を委託して実施した場合は、区分ごとに事業費の欄にその委

託費の額を（ ）書きで記載するとともに、その委託先を備考の欄に記載

すること。 

 

４ 事業実施期間 

（１）事業着手年月日    年  月  日 

（２）事業完了年月日    年  月  日 

 

５ 振込先金融機関名等 

金融機関名  ○○○銀行   ○○○支店 

預金種類   ○○預金 

口座番号 

口座名義 

  



 

 

様式４－２（公募団体Ｆが実施する事業） 

 

１ 事業の目的 

 

２ 事業の内容 

別紙「酪農経営支援総合対策事業（地域の生産体制強化事業）実績」のと

おり 

 

３ 事業に要した経費の配分及び負担区分 

（単位：円） 

区分 

交付決定 事業実績 
既概算

払額 

精算払

請求額 
備考 

事業費 
機構補

助金 
事業費 

機構補

助金 

 

１ 後継牛バンクを

推進するための、

元本となる乳用種

初妊牛の導入 

 

２ 事業の推進 

 

       

合計        

（注）事業の一部を他に委託して実施した場合は、区分ごとに事業費の欄にそ

の委託費の額を（ ）書きで記載するとともに、その委託先を備考欄に記

載すること。 

 

４ 事業実施期間 

（１）事業着手年月日     年 月 日 

（２）事業完了年月日     年 月 日 

 

５ 振込先金融機関名等 

金融機関名  ○○○銀行   ○○○支店 

預金種類   ○○預金 

口座番号 

口座名義 

 

６ 添付書類 

乳用種初妊牛管理台帳（写） 



 

 

様式４－２の別添 

 

令和  年度酪農経営支援総合対策事業（地域の生産体制強化事業）実績 

 

１ 後継牛バンクを推進するための、元本となる乳用種初妊牛の導入 

（単位：戸、頭、円） 

生産者 

集団等名 

事業参加 

酪農家数 
導入時期 導入頭数 事業費 

負担区分 
備考 

補助金 その他 

 

 

 

       

合計        

 

 

２ 事業の推進 

（単位：円） 

内容 積算根拠 事業費 
負担区分 

備考 
補助金 その他 

 

 

 

     

合計     

 



様式４－３（公募団体Ｇが実施する事業） 

 

１ 事業の目的 

 

２ 事業の内容 

別紙「酪農経営支援総合対策事業（地域の生産体制強化事業）実績」のとお

り 

 

３ 事業に要した経費の配分及び負担区分 

（単位：円） 

区分 

交付決定 事業実績 
既概算

払額 

精算払

請求額 
備考 

事業費 
機構補

助金 
事業費 

機構補

助金 

 

１ 広域的な乳用牛預

託推進対策 

（１）預託農家への乳

用後継牛の預託を

推進する取組 

（２）預託した乳用後

継牛の元の酪農経

営体への返還を推

進する取組 

 

２ 事業の推進 

 

       

合計        

（注）事業の一部を他に委託して実施した場合は、区分ごとに事業費の欄にその委

託費の額を（ ）書きで記載するとともに、その委託先を備考欄に記載する

こと。 

 

４ 事業実施期間 

（１）事業着手年月日     年 月 日 

（２）事業完了年月日     年 月 日 



 

 

 

５ 振込先金融機関名等 

金融機関名  ○○○銀行   ○○○支店 

預金種類   ○○預金 

口座番号 

口座名義 

  



 

 

様式４－３の別紙 

 

令和  年度酪農経営支援総合対策事業（地域の生産体制強化事業）

実績 

 

１ 広域的な乳用牛預託推進対策 

（１）預託農家への乳用後継牛の預託を推進 

協議会名 区分 単価 頭数 計 

  

預託農家への乳用後継牛の預託を推

進 

ワクチンの接種等又は疾病検査 

代謝プロファイルテスト 

 

小計 

円 

 

頭 

 

円 

 

  

預託農家への乳用後継牛の預託を推

進 

ワクチンの接種等又は疾病検査 

代謝プロファイルテスト 

 

小計 

円 

 

頭 

 

円 

 

     

合計  

預託農家への乳用後継牛の預託を推

進 

ワクチンの接種等又は疾病検査 

代謝プロファイルテスト 

円 

 

頭 

 

円 

 



 

 

 

合計  

 

（２）預託した乳用後継牛の元の酪農経営体への返還を推進 

協議会名 区分 単価 頭数 計 

  

預託した乳用後継牛の元の酪農経営

体への返還を推進 

遺伝子検査 

疾病検査 

代謝プロファイルテスト 

 

小計 

円 

 

頭 

 

円 

 

  

預託した乳用後継牛の元の酪農経営

体への返還を推進 

遺伝子検査 

疾病検査 

代謝プロファイルテスト 

 

小計 

円 

 

頭 

 

円 

 

     

合計  

預託した乳用後継牛の元の酪農経営

体への返還を推進 

遺伝子検査 

疾病検査 

代謝プロファイルテスト 

円 

 

頭 

 

円 

 



 

 

 

合計  

 

２ 事業の推進 

（単位：円） 

内容 積算根拠 事業費 
負担区分 

備考 
補助金 その他 

      

合計     
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別紙様式第５号 

 

令和  年度酪農経営支援総合対策事業（地域の生産体制強化事業）

運営状況報告書 

 

番   号 

年 月 日 

 

独立行政法人農畜産業振興機構 

理事長          殿 

 

住   所         

団 体 名         

代表者氏名       印 

 

 令和  年度における酪農経営支援総合対策事業（地域の生産体制強化事業）に

ついて、下記のとおり実施したので、酪農経営支援総合対策事業実施要綱別添５の

第７の５の（２）の規定に基づきその運営状況を下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 事業名：令和  年度酪農経営支援総合対策事業（地域の生産体制強化事業：

後継牛バンク推進対策） 

 

２ 運営状況 

別添「乳用種初妊牛管理台帳」のとおり 

 

（注）生産者集団等から提出があった酪農経営支援総合対策事業（地域の生産体制

強化事業）運営状況報告書の「乳用種初妊牛管理台帳」を添付すること。 
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別紙様式第６号 

 

令和  年度酪農経営支援総合対策事業（地域の生産体制強化事業）

に係る仕入れに係る消費税等相当額報告書 

 

番   号 

年 月 日 

 

 独立行政法人農畜産業振興機構 

理事長       殿 

 

住 所    

団体名      

代表者氏名         印 

 

 令和 年 月 日付け 農畜機第    号で補助金の交付決定通知のあった令

和  年度酪農経営支援総合対策事業（地域の生産体制強化事業）補助金について、

酪農経営支援総合対策事業実施要綱別添５の第１０の３の規定に基づき、下記のと

おり報告します。 

 （なお、併せて補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額    円を返還しま

す。（返還がある場合、記載すること）） 

 

１ 補助金適正化法第１５条の補助金の額の確定額（令和  年 月 日付け 農

畜機第  号による額の確定通知額） 

金        円 

 

２ 補助金の確定時に減額した仕入れに係る消費税等相当額 

金        円 

 

３ 消費税及び地方消費税の申告により確定した仕入れに係る消費税等相当額 

金        円 

 

４ 補助金返還相当額（３－２）            金        円 

（注）記載内容の確認のため、以下の資料を添付すること。 

なお、公募団体が法人格を有しない組合等の場合は、すべての構成員分を

添付すること。 

・消費税確定申告書の写し（税務署の収受印等のあるもの） 
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・付表２「課税売上割・控除対象仕入税額等の計算表」の写し 

・３の金額の積算の内訳（人件費に通勤手当を含む場合は、その内訳を確

認できる資料も併せて提出すること） 

・公募団体が消費税法第６０条第４項に定める法人等である場合は、同項

に規定する特定収入の割合を確認できる資料 

 

５ 当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかにならない場合、その

状況を記載 

 

 

 

（注）消費税及び地方消費税の確定申告が完了していない場合にあっては、申告予

定時期も記載すること。 

 

６ 当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額がない場合、その理由を記載 

 

 

 

（注）記載内容の確認のため、以下の資料を添付すること。 

なお、公募団体が法人格を有しない組合等の場合は、すべての構成員分を

添付すること。 

・免税事業者の場合は、補助事業実施年度の前々年度に係る法人税（個人

事業者の場合は所得税）確定申告書の写し（税務署の収受印等のあるも

の）及び損益計算書等、売上高を確認できる資料 

・簡易課税制度の適用を受ける事業者の場合は、補助事業実施年度におけ

る消費税確定申告書（簡易課税用）の写し（税務署の収受印等のあるも

の） 

・公募団体が消費税法第６０条第４項に定める法人等である場合は、同項

に規定する特定収入の割合を確認できる資料 
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別紙 広域的な乳用牛預託推進対策に係る計画等について 

 

１ 乳用後継牛預託推進計画の承認 

（１）広域的な乳用牛預託推進対策に参加しようとする乳用後継牛預託推進協議会

は、酪農経営支援総合対策事業実施要綱別添５の第２の４の取組内容及び第

３の３の（１）のウの頭数等を記載した、酪農経営支援総合対策事業（地域

の生産体制強化事業）乳用後継牛預託推進計画を策定し、公募団体Ｇが別に

定める期日までに、別紙１－１の酪農経営支援総合対策事業（地域の生産体

制強化事業）乳用後継牛預託推進計画承認申請書を提出し、公募団体Ｇの承

認を受けるものとする。 

（２）公募団体Ｇは、（１）の計画を承認するに当たっては、以下の算出式に基づ

いて評価点を算出し、その点数が高い者から優先順位を決定するものとする。 

計画預託頭数×（１＋計画預託頭数／実績預託頭数）×別紙別表に定める

係数 

（３）公募団体Ｇは（２）の優先順位に基づき奨励金の交付上限額を決定し、（１）

の承認と併せて乳用後継牛預託推進協議会に通知するものとする。 

 

２ 乳用後継牛預託推進計画の変更 

（１）１の（１）により承認を受けた乳用後継牛預託推進計画について、次に掲げ

る変更をしようとする乳用後継牛預託推進協議会は、あらかじめ別紙１－２

の酪農経営支援総合対策事業（地域の生産体制強化事業）乳用後継牛預託推

進計画変更承認申請書を公募団体Ｇに提出し、その承認を受けるものとする。

ただし、ウは公募団体Ｇから通知のあった場合のみ申請できるものとする。 

ア 計画の中止又は廃止 

イ 計画の３０％を超える預託頭数の減 

ウ 奨励金の交付上限額の増 

（２）１の（１）により承認を受けた乳用後継牛預託推進計画について、次に掲げ

る変更が生じた乳用後継牛預託推進協議会は、速やかに別紙１－３の酪農経

営支援総合対策事業（地域の生産体制強化事業）乳用後継牛預託推進計画変

更届を公募団体Ｇに提出するものとする。 

ア 預託農家又は酪農経営体の追加及び削除 

イ 預託農家又は酪農経営体の飼養地の追加及び削除 

 

３ 乳用後継牛預託推進計画の進捗状況報告 

公募団体Ｇは、事業の進捗状況を把握する必要があると認めた場合は、乳用

後継牛預託推進協議会に対し、計画の進捗の報告を求めることができるものと

し、乳用後継牛預託推進協議会は、公募団体Ｇが別に定める期日までに、別紙

１－４の酪農経営支援総合対策事業（地域の生産体制強化事業）乳用後継牛預
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託進捗報告書を提出するものとする。 

 

４ 乳用後継牛預託推進計画の実績報告 

（１）乳用後継牛預託推進協議会は、１の計画（２による変更があった場合は、そ

の変更後のもの）に基づく取組を実施した場合は、公募団体Ｇが別に定める

期日までに、別紙１－５の酪農経営支援総合対策事業（地域の生産体制強化

事業）乳用後継牛預託実績報告書を公募団体Ｇに提出するものとする。 

（２）公募団体Ｇは（１）の実績に基づき奨励金を交付するものとする。 
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別紙別表 

区分 項目 値 

１ 後継者 ① 今後とも安定的な経営継続が見込まれる経営とし

て(１)又は(２)に該当する経営 

1.1 
(１)主たる経営者が４５歳未満であること 

(２)主たる経営者が４５歳以上の場合、後継者とな

る子息・子女又は概ね１５歳以上の後継者を確保

していること 

② ①に該当しない場合、後継者の確保に向けた取組

を実施していること 
1.05 

２ 省力化

の取組 

① 省力化機器の導入等、労働力負担軽減への取組を

実施していること 
1.1 

３ その他 ① 地震・台風等の災害等に備えた、地域における互

助協定に参加する経営 
1.05 

② 酪農従事者の疾病時等の経営継続に備えた、地域

における互助協定に参加する経営 
1.05 

③ 地震・台風等により被災した経営 1.1 

④ 畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業による

補助を受けていない経営 
1.05 

⑤ 乳用牛群検定全国協議会が定める実施方法及び基

準による乳用牛群検定を実施している経営 
1.1 

⑥ 供用期間の延長等を図るため、自給飼料の飼料分

析や技術者との意見交換を定期的に行う経営 
1.05 

⑦ 乳用後継牛預託推進協議会の構成員の中で、ＪＧ

ＡＰ家畜・畜産物の認証農場又はＧＡＰチャレンジ

システムの確認済み農場がある場合 

1.05 

⑧ 乳用後継牛預託推進協議会の中で、農場ＨＡＣＣ

Ｐ推進農場として指定されている経営がある場合 
1.05 

⑨ その他、地域への貢献度が高い取組と事業実施主

体が特に認めた取組に参加する経営 
1.1 

（注１）３の⑦及び⑧以外の項目は、協議会を構成する酪農経営体及び預託農家の

２分の１以上が各項目に該当する場合に適用する。 

（注２）複数該当する場合、該当する全ての項目の値を掛けることができるものと

する。  
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別紙１－１ 

 

酪農経営支援総合対策事業（地域の生産体制強化事業）乳用後継牛預

託推進計画承認申請書 

 

 公募団体Ｇの長 殿 

 

住   所         

団 体 名         

代表者氏名              印 

 

酪農経営支援総合対策事業（地域の生産体制強化事業：広域的な乳用牛預託推

進対策）に参加したいので、酪農経営支援総合対策事業別添５の第４の２の（２）

の規定に基づき、酪農経営支援総合対策事業実施要綱（地域の生産体制強化事業）

乳用後継牛預託推進計画を添えて申請します。 
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別紙１－１の別添 

 

酪農経営支援総合対策事業（地域の生産体制強化事業）乳用後継牛預

託推進計画 

 

住   所         

団 体 名         

代表者氏名              印 

 

１ 預託計画総括表 

区分 単価 頭数 計 

 

１ 預託農家への乳用後継牛の預託を推進 

ワクチンの接種等又は疾病検査 

代謝プロファイルテスト 

 

２ 預託した乳用後継牛の元の酪農経営体へ

の返還を推進 

遺伝子検査 

疾病検査 

代謝プロファイルテスト 

 

円 

 

頭 円 

合計 － －  

（注）頭数は酪農経営支援総合対策事業実施要綱別添５の第３の３の要件を満たす

乳用後継牛の頭数について記載すること。 

 

２ 預託実績 

年度 
○○年度 

① 

○○年度 

② 

○○年度 

③ 

平均 

(①＋②＋③)/３ 

○○年度 

（計画） 

 

預託頭数 

返還頭数 

頭 頭 頭 頭 頭 

合計      

(注)預託頭数及び返還頭数は当該年度に、乳用後継牛預託推進協議会を構成する預

託農家が、同酪農経営体から預託を受けた乳用牛又は乳用後継牛の頭数及び同

酪農経営体に返還した乳用牛又は乳用後継牛の頭数について記入すること。 
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３ 預託農家一覧 

預託農家名 都道府県 
飼養地 

(管理者等コード番号) 
受入可能頭数 受入予定頭数 

     

     

     

(注１)飼養地(管理者等コード番号)の欄には牛の個体識別のための情報の管理及び

伝達に関する特別措置法（平成１５年法律第７２号）に係る管理者のコード番

号を記載すること。 

(注２)１者の預託農家で飼養地が２か所以上の場合は別段にし、すべて記入するこ

と。 

 

４ 酪農経営体一覧 

酪農経営体名 都道府県 
飼養地 

(管理者等コード番号) 
預託予定頭数 

    

    

    

(注１)飼養地(管理者等コード番号)の欄には牛の個体識別のための情報の管理及び

伝達に関する特別措置法に係る管理者のコード番号を記載すること。 

(注２)１者の酪農経営体で飼養地が２か所以上の場合は別段にし、すべて記入する

こと。 

 

５ 預託農家及び酪農経営体の取組状況 

区分 項目 
取組 

経営体数 

１ 後継者 ① 今後とも安定的な経営継続が見込まれる経営と

して(１)又は(２)に該当する経営 

(１)主たる経営者が45歳未満であること 

(２)主たる経営者が 45 歳以上の場合、後継者と

なる子息・子女又は概ね 15 歳以上の後継者を

確保していること 

 

② ①に該当しない場合、後継者の確保に向けた取

組を実施していること 
 

２ 省力化の

取組 

① 省力化機器の導入等、労働力負担軽減への取組

を実施していること 
 

３ その他 ① 地震・台風等の災害等に備えた、地域における  
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区分 項目 
取組 

経営体数 

 

 

互助協定に参加する経営 

② 酪農従事者の疾病時等の経営継続に備えた、地

域における互助協定に参加する経営 
 

③ 地震・台風等により被災した経営  

④ 畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業によ

る補助を受けていない経営 
 

⑤ 乳用牛群検定全国協議会が定める実施方法及び

基準による乳用牛群検定を実施している経営 
 

⑥ 供用期間の延長等を図るため、自給飼料の飼料

分析や技術者との意見交換を定期的に行う経営 
 

⑦ 乳用後継牛預託推進協議会の構成員の中で、Ｊ

ＧＡＰ家畜・畜産物の認証農場又はＧＡＰチャレ

ンジシステムの確認済み農場がある場合 

 

⑧ 乳用後継牛預託推進協議会の中で、農場ＨＡＣ

ＣＰ推進農場として指定されている経営がある場

合 

 

⑨ その他、地域への貢献度が高い取組と事業実施

主体が特に認めた取組に参加する経営 
 

 

６ 添付書類 

（１）規約 

（２）構成員名簿 

（３）５の取り組みを行っていることを証する書類 

（４）預託農家及び酪農経営体の独立行政法人家畜改良センター牛個体識別全国デ

ータベース利用規程（平成２１年１０月２８日付け２１独家セ第１１２１号）

第４条第３号に基づく公募団体Ｇを利用者とする同意書 

（５）酪農経営体及び預託農家の契約書の写し（基本契約等に基づき預託又は買戻

を前提とした売買をする場合） 

 

(注)前年度までに広域的な乳用牛預託推進対策に参加した乳用後継牛預託推進

協議会の酪農経営体及び預託農家であって、公募団体Ｇに提出した内容に変

更が無い場合、（４）及び（５）の添付を省略することができる。  
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別紙１－２ 

 

酪農経営支援総合対策事業（地域の生産体制強化事業）乳用後継牛預

託推進計画変更承認申請書 

 

 公募団体Ｇの長 殿 

 

住   所         

団 体 名         

代表者氏名              印 

 

令和 年 月 日付け  第   号で承認のあった酪農経営支援総合対策事

業（地域の生産体制強化事業）乳用後継牛預託推進計画について変更したいので、

関係書類を添えて申請します。 

 

 

(注)別紙１－１に準じ、変更部分が容易に対照できるよう二段書きにし、変更前を

（ ）書きで上段に記載すること。 
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別紙１－３ 

 

酪農経営支援総合対策事業（地域の生産体制強化事業）乳用後継牛預

託推進計画変更届 

 

 公募団体Ｇの長 殿 

 

住   所         

団 体 名         

代表者氏名              印 

 

令和 年 月 日付け  第   号で承認のあった酪農経営支援総合対策事

業（地域の生産体制強化事業）乳用後継牛預託推進計画について下記のとおり変更

が生じたので届け出ます。 

 

記 

 

１ 追加又は削除となった預託農家一覧 

預託農家名 都道府県 
飼養地 

(管理者等コード番号) 

受入可能

頭数 

受入予定

頭数 

追加・削

除の別 

      

      

      

(注１)飼養地(管理者等コード番号)の欄には牛の個体識別のための情報の管理及び

伝達に関する特別措置法（平成１５年法律第７２号）に係る管理者のコード番

号を記載すること。 

(注２)１者の預託農家で飼養地が２か所以上の場合は別段にし、すべて記入するこ

と。 

 

２ 追加又は削除となった酪農経営体一覧 

酪農経営体名 都道府県 
飼養地 

(管理者等コード番号) 

預託予定

頭数 

追加・削除

の別 

     

     

     

(注１)飼養地(管理者等コード番号)の欄には牛の個体識別のための情報の管理及び

伝達に関する特別措置法に係る管理者のコード番号を記載すること。 
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(注２)１者の酪農経営体で飼養地が２か所以上の場合は別段にし、すべて記入する

こと。 

 

３ 預託農家の飼養地の追加又は削除 

預託農家名 都道府県 
飼養地 

(管理者等コード番号) 

受入可能

頭数 

受入予定

頭数 

追加・削

除の別 

      

      

      

(注)飼養地(管理者等コード番号)の欄には牛の個体識別のための情報の管理及び伝

達に関する特別措置法に係る管理者のコード番号を記載すること。 

 

４ 酪農経営体の飼養地の追加又は削除 

酪農経営体名 都道府県 
飼養地 

(管理者等コード番号) 

預託予定

頭数 

追加・削除

の別 

     

     

     

(注)飼養地(管理者等コード番号)の欄には牛の個体識別のための情報の管理及び伝

達に関する特別措置法に係る管理者のコード番号を記載すること。 

 

５ 添付書類 

（１）構成員名簿（変更がある場合） 

（２）追加となった預託農家及び酪農経営体の独立行政法人家畜改良センター牛個

体識別全国データベース利用規程（平成２１年１０月２８日付け２１独家セ

第１１２１号）第４条第３号に基づく公募団体Ｇを利用者とする同意書 

（３）追加となった酪農経営体及び預託農家の契約書の写し（基本契約等に基づき

預託又は買戻を前提とした売買をする場合） 
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別紙１―４ 

 

酪農経営支援総合対策事業（地域の生産体制強化事業）乳用後継牛預

託進捗報告書 

 

 公募団体Ｇの長 殿 

 

住   所         

団 体 名         

代表者氏名              印 

 

令和 年 月 日付け  第   号で承認のあった酪農経営支援総合対策事

業（地域の生産体制強化事業）乳用後継牛預託推進計画について、下記のとおり進

捗を報告します。 

 

記 

 

１ 預託状況総括表（○月～○月実績） 

区分 単価 頭数 計 

 

１ 預託農家への乳用後継牛の預託を推進 

ワクチンの接種等又は疾病検査 

代謝プロファイルテスト 

 

２ 預託した乳用後継牛の元の酪農経営体へ

の返還を推進 

遺伝子検査 

疾病検査 

代謝プロファイルテスト 

 

円 

 

頭 円 

合計 － －  

 

２ 預託実績及び計画 

 

過去３年

平均 

① 

○月～○

月実績 

② 

○月～○月

計画 

③ 

○○年度 

実績見込 

（②＋③） 

④ 

予定増加率 

（④－①）／①

×100 
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預託頭数 

返還頭数 

頭 頭 頭 頭 ％ 

合計      

 

３ 添付書類 

（１）乳用後継牛の管理台帳の写し 

（２）酪農経営体及び預託農家の契約書の写し（乳用後継牛ごとに預託又は買戻を

前提とした売買の契約等をした場合） 

（３）ワクチン接種等、疾病検査、代謝プロファイルテスト、遺伝子検査を行った

ことが分かる資料 
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別紙１－５ 

 

酪農経営支援総合対策事業（地域の生産体制強化事業）乳用後継牛預

託実績報告書 

 

 公募団体Ｇの長 殿 

 

住   所         

団 体 名         

代表者氏名              印 

 

令和 年 月 日付け  第   号で承認のあった酪農経営支援総合対策事

業（地域の生産体制強化事業）乳用後継牛預託推進計画について、下記のとおり実

績を報告します。 

併せて、奨励金     円の交付を請求します。 

 

記 

 

１ 預託実績総括表 

区分 単価 頭数 計 

 

１ 預託農家への乳用後継牛の預託を推進 

ワクチンの接種等又は疾病検査 

代謝プロファイルテスト 

 

２ 預託した乳用後継牛の元の酪農経営体へ

の返還を推進 

遺伝子検査 

疾病検査 

代謝プロファイルテスト 

 

円 

 

頭 円 

合計 － －  

 

２ 預託実績 

 過去３年平均 

① 

○○年度実績 

② 

増加率 

（②－①）／①×100 

 頭 頭 ％ 
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預託頭数 

返還頭数 

合計    

 

３ 振込先金融機関等 

○○銀行 ○○支店 ○○預金 口座番号○○○○ 口座名義○○○○ 

 

４ 添付書類（別紙１―４で提出している場合は省略可。） 

（１）乳用後継牛の管理台帳の写し 

（２）酪農経営体及び預託農家の契約書の写し（乳用後継牛ごとに預託又は買戻を

前提とした売買の契約等をした場合） 

（２）ワクチン接種等、疾病検査、代謝プロファイルテスト、遺伝子検査を行った

ことが分かる資料 

 


